
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年６月２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

   委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年７月１４日 ０６時３５分ごろ 

発生場所 千葉県千葉港 千葉市千葉港丸紅シーバース灯から０９９°１,５００ｍ付

近（概位 北緯３５°３５.６′ 東経１４０°０５.７′） 

事故調査の経過  平成２２年７月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等  

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 自動車運搬船 きぬうら丸、１２,６９１トン 

   １４０４２２、泉汽船株式会社 

   １６１.９６ｍ×２７.６０ｍ×１８.９３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１１,９３５kＷ、平成１８年１０月 

Ｂ コンテナ船 O S G
オーエスジー

 BEAUTEC
ビューテック

（香港）、７,４６４トン 

９３６１２７５（ＩＭＯ番号）、BEAUTEC MARITIME LIMITED（香港）

   １２１.２４ｍ×２０.６０ｍ×１０.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７,２００kＷ、２００５年８月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５２歳 

 三級海技士（航海）  

 免  許  年  月  日 昭和５９年１２月６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年６月２３日 

    免状有効期間満了日 平成２６年１２月５日 

Ｂ 船長Ｂ（中華人民共和国籍） 男性 ３６歳  

船長免状（中華人民共和国発給） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船尾右側端外板に破口 

Ｂ 前部左舷側外板に破口及び擦過傷 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか１２人が乗り組み、千葉港第３区にある‘中央ふ頭

の南岸’（以下「中央ふ頭南岸」という。）に位置するＦ岸壁に入船左舷着

けをして荷役作業を行っていた。 

船長Ａは、自室で待機していたときに衝撃を感じ、昇橋したところ、港

口に向かう態勢のＢ船を目撃した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１７人が乗り組み、中央ふ頭南岸に位置するＧ岸壁

に入船左舷着けをして荷役作業を行い、コンテナ貨物２,５１７t を積載し

て離岸作業を開始した。 

Ｂ船は、船長Ｂが操船を行い、前部スプリングを除く全係留索を放し、

船体がＧ岸壁とほぼ平行に約２０ｍ離れたところで、前部スプリングライ
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ンを放し、バウスラスタ、舵及び機関を使用して右回頭を始めたが、中央

ふ頭南岸に向けて吹き付ける風力６の風に圧流され、平成２２年７月１４

日０６時３５分ごろ、Ｂ船の前部左舷側がＡ船の船尾右側端に衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴、風向 南南西、風力 ６、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

強風波浪注意報が発表されていた。 

 その他の事項 中央ふ頭南岸には、ＤからＨの各岸壁が港奥から順に配置されている。 

船長Ａは、本事故発生後、荷役作業に当たっていたＡ船の一等航海士か

ら、Ｂ船が右回頭する際のＢ船と岸壁との距離が不十分であったと聞い

た。 

船長Ｂは、Ｂ船で初めて船長職を執るようになり、船長経験は約１年半

であった。また、中央ふ頭南岸には約１０回着岸していた。 

Ｂ船の船舶管理会社は、安全管理マニュアルにおいて、離岸に際して

は、事前に気象情報を入手して分析を行い、風力５を超える場合には、タ

グボートの使用を勧めていた。 

船長Ｂは、０５時ごろから天候が悪化したため、タグボートを手配した

ところ、タグボートの使用可能時刻が出港予定時刻以後であるとのことか

ら、タグボートの支援を得ずに離岸することとした。 

Ｂ船は、外国船舶監督官から技術基準適合命令書を受け、臨時修理を行

って出港した。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

Ｂ船は、千葉港第３区にある中央ふ頭南岸にお

いて、入船左舷着けの状態から離岸し、前進右回

頭して港口に向かう際、同南岸からの離隔距離が

適切でなかったため、同南岸に吹き付ける風に圧

流され、同南岸に係留中のＡ船に衝突したものと

考えられる。 

船長Ｂは、天候が悪化したため、安全管理マニ

ュアルに基づいてタグボートを手配したところ、

タグボートの使用可能時刻が出港予定時刻以降で

あることから、タグボートの支援を断念した可能

性があると考えられる。 

原因  本事故は、Ｂ船が、千葉港第３区において、中央ふ頭南岸に向けて風力

６の風が吹き付ける状況下、同南岸を離れ、前進右回頭して港口に向かう

際、同南岸からの離隔距離が適切でなかったため、右回頭中に圧流されて

同南岸に係留中のＡ船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




